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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第64期
第３四半期
連結累計期間

第65期
第３四半期
連結累計期間

第64期

会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日

自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高 (百万円) 11,189 11,048 17,199

経常利益 (百万円) 246 357 520

四半期(当期)純利益 (百万円) 259 88 469

四半期包括利益
又は包括利益

(百万円) 237 183 453

純資産額 (百万円) 5,930 6,226 6,146

総資産額 (百万円) 18,926 17,557 17,383

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 12.60 4.31 22.80

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 31.3 35.5 35.4

 

回次
第64期
第３四半期
連結会計期間

第65期
第３四半期
連結会計期間

 

会計期間
自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日

自　平成23年10月１日
至　平成23年12月31日

 

１株当たり
四半期純利益金額

(円) 0.76 2.34  

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４．第64期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計

基準第25号　平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の

内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した

「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

 

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

 

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災発生後の停滞期から脱して回復基調に転じ

たものの、欧州債務問題を背景とした金融不安に伴い世界的に経済の減速が懸念され、加えて、一段と進行する

円高による国内企業業績への影響、電力使用の抑制やタイで発生した大規模洪水被害による国内生産への影響

等もあり、依然として先行きの不透明感が強い状況が続いております。

このような経済状況のもと、当第３四半期連結累計期間の受注高は14,446百万円と前年同四半期に比べ 175

百万円の減少（△ 1.2％）、売上高は11,048百万円と前年同四半期に比べ 141百万円の減少（△ 1.3％）とな

りました。

一方、損益面につきましては、当社グループは、既存の顧客はもちろん、新規先の開拓に注力するとともに、伸

長分野を見極め、これらに対し経営資源を集中投下するなど収益性の改善に取り組んでまいりました結果、当第

３四半期連結累計期間の営業利益は 340百万円と前年同四半期に比べ84百万円の増加（＋32.8％）、経常利益

は 357百万円と前年同四半期に比べ 111百万円の増加（＋45.1％）となりました。しかし、法人税法の改正によ

る税金費用の増加もありましたので、四半期純利益は88百万円と前年同四半期に比べ 170百万円の減少（△

65.8％）となりました。
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①　エンジニアリング事業

エンジニアリング事業につきましては、国内設備投資の環境悪化による受注競争の中で価格競争を余儀な

くされたこと等により、受注高 7,213百万円と前年同四半期に比べ58百万円の減少（△ 0.8％）となり、売上

高 4,383百万円と前年同四半期に比べ 773百万円の減少（△15.0％）となりました。また損益面は、セグメン

ト損失（営業損失）40百万円と前年同四半期に比べ 439百万円の減少（ ― ％）となりました。

②　化工機事業

化工機事業につきましては、既存顧客の定期修繕・保守・メンテナンスの受注を継続するとともに、積極的

な営業活動により新設・増設の各工事を受注できたことから、受注高 4,406百万円と前年同四半期に比べ

229百万円の増加（＋ 5.5％）となり、売上高 4,318百万円と前年同四半期に比べ94百万円の増加（＋

2.2％）となりました。また損益面は、セグメント利益（営業利益） 229百万円と前年同四半期に比べ 135百

万円の増加（＋ 144.4％）となりました。

③　エネルギー・環境事業

エネルギー・環境事業につきましては、国家の原子力政策の将来像が不透明な中で既存受注分が順調に進

捗した結果、受注高 2,826百万円と前年同四半期に比べ 346百万円の減少（△10.9％）となりましたが、売上

高は 2,346百万円と前年同四半期に比べ 537百万円の増加（＋29.7％）となりました。また損益面は、セグメ

ント利益（営業利益） 150百万円と前年同四半期に比べ 388百万円の増加（ ― ％）となりました。

 

なお、当社グループは、通常の営業形態として、年度末に完成する工事の割合が大きいため、各四半期の生産、

受注及び販売の状況の間に著しい相違があり、四半期毎の業績に季節的変動があります。

 

 

 

 

 (2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に、重要な変更及び新

たに生じた重要な課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等 

（会社法施行規則第118条3号に掲げる事項）は次のとおりであります。
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①　基本方針の内容

当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じ

て当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべき

ものであると考えます。

しかし、化学機器及びプラント等の総合メーカーである当社の経営においては、当社グループの有形無形の

経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、当社グループに与えられた社会的な使命、それら当社グループ

の企業価値ひいては株主共同の利益を構成する要素等への理解が不可欠です。これらを継続的に維持、向上さ

せていくためには、当社グループの企業価値の源泉である、(ⅰ)80余年にわたる豊富な知見と実績及び高度な

品質とその管理体制に裏付けられた開発・技術の基盤、(ⅱ)わが国の多岐にわたる産業分野における多くの

著名企業等を取引先とする顧客・営業基盤、(ⅲ)開発・技術基盤、顧客・営業基盤、品質管理を機能別に維持

・拡充していく業務遂行の組織基盤を基軸とした中長期的な視野を持った経営的な取組みが必要不可欠であ

ると考えております。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者によりこうした中長期的視点に立った

施策が実行されない場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当社グループに関わるすべて

のステークホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。

当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくよう努めておりますものの、突然

大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうか等買付者による

大規模な買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の

双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の

皆様にとっても、かかる買付行為が当社グループに与える影響や、買付者が考える当社グループの経営に参画

したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継

続保有を検討するうえで重要な判断材料となると考えます。

②　基本方針実現のための取組み

イ　基本方針の実現に資する特別な取組み（概要）

当社では、さらなる企業価値向上に向け、エンジニアリング事業、化工機事業、エネルギー・環境事業の３

事業の全部門において、従来品の品質改良、価格競争力の向上、環境問題への対応、新製品の開発を進め、国

内及び海外市場において、安定的な受注高・売上高を確保するとともに、顧客信頼基盤の向上と財務体質強

化を、引き続き、推進してまいります。

その基本方針につきましては、次の通り規定しております。

1)　当社の企業価値の源泉である開発・技術、顧客・営業、組織の各基盤のあるべき姿を考慮のうえ行動

し、当社経営内容の充実化を図り、活力と実行力のあるエンジニアリングメーカーを目指す。

2)　当社の得意とする技術分野において、さらに磨きをかけ、他の追随を許さないOnly One企業を目指す。
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この基本方針に基づく重点課題は、(a) 既存各営業品目に関し、営業活動及び体制強化の推進、(b) 成長

分野、高付加価値製品分野への技術・営業開発、(c) 技術革新と独自商品開発、(d) コストダウンとミス・

クレームの撲滅、(e) 品質、納期、安全の維持・向上であり、全社一丸となって取り組むことにより、企業価

値の向上に努めてまいります。

また、当社は、企業価値及び株主共同の利益を向上させ、企業の社会的責任を果たすために、コーポレート

・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つと位置づけ、迅速・正確かつ透明・適正な経営の実現に努

めております。そのための監督・監査機能としては、東京証券取引所及び大阪証券取引所の定める独立性の

基準を満たす社外取締役１名及び社外監査役２名を選任し、このうち社外取締役、社外監査役各１名を独立

役員に指定して、両取引所に届け出ていること、取締役の経営責任を明確にするためその任期を１年として

いること、経営の効率化・意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図ることを目的として執行役員制度

を導入していること等が挙げられます。

ロ　基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み（概要）

当社は、平成23年５月27日開催の当社取締役会において、①で述べた会社支配に関する基本方針に照ら

し、「大規模買付行為への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）として継続することを決議し、

平成23年６月24日開催の第64期定時株主総会において本対応方針について承認を得ております。

本対応方針は、(ⅰ)特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買

付行為、又は(ⅱ)結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（以

下かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいま

す。）が行われる場合に、大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情

報を事前に提供し、かつ当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、取締役会又は株主総会による対抗

措置の発動・不発動の決議後にのみ大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルールの順守を大規模

買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予

約権の無償割当て等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる

ことを目的とするものです。

大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社取締役会宛に大規模買付者及び大規模買

付行為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明書を提出することを求めます。さら

に、大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リストに基

づき株主の皆様の判断並びに当社取締役会及び独立委員会の意見形成のために必要な情報の提供を求めま

す。

次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必要情報の提

供を完了した後、60日間又は90日間（最長30日間の延長がありえます。）を当社取締役会による評価、検討、

交渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、当社取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受け

ながら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、後述の独立委員会の勧告を最大限尊重し

た上で、当社取締役会としての意見を取りまとめて公表します。
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当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮問機

関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者

の中から選任された委員からなる独立委員会を設置し、大規模買付者が大規模買付ルールを順守しないた

め対抗措置を発動すべきか否か、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損な

うと認められるため対抗措置を発動すべきか否か等の本対応方針に係る重要な判断に際しては、独立委員

会に諮問することとします。独立委員会は、対抗措置の発動もしくは不発動の勧告又は対抗措置の発動の可

否につき株主総会に諮るべきである旨の勧告を当社取締役会に対し行います。

当社取締役会は、前述の独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動もしくは不発動の決議又は株

主総会招集の決議その他必要な決議を行います。対抗措置の発動の可否につき株主総会において株主の皆

様にお諮りする場合には、株主総会招集の決議の日より最長60日間以内に当社株主総会を開催することと

します。対抗措置として新株予約権の無償割当てを実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定

めた１円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるもの

とし、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大規模

買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すこと

があるものとします。また、当社取締役会は、取締役会又は株主総会が対抗措置を発動することを決定した

後も、対抗措置の発動が適切でないと判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措

置の発動の停止又は変更を行うことがあります。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に

情報開示を行います。

本対応方針の有効期限は、平成23年６月24日開催の第64期定時株主総会の日から３年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。なお、本対応方針の有効期間中で

あっても、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から、関係法令の整備や、金融商品取引所が定め

る上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対応方針の変更を行うことがあります。

③　具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

②イに記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実

現に資する特別な取組みは、②イに記載した通り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるため

の具体的方策であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うもので

す。

また、②ロに記載した本対応方針も、②ロに記載した通り、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる

ために継続されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿

うものです。特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置の発動

又は不発動の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、必要に応じて対抗措置発

動の可否について株主総会に諮ることとなっていること、本対応方針の有効期間は３年であり、その継続につ

いては株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保され

る工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員

の地位の維持を目的とするものではありません。
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(3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は30百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 82,400,000

計 82,400,000

 

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,600,00020,600,000

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

単元株式数 100株

　　計 20,600,00020,600,000― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成23年12月31日 ― 20,600 ― 1,030 ― 103
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

 (7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成23年９月30日)に基づく株主名簿により記載しております。

 

① 【発行済株式】

平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 19,500

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 20,575,600 205,756 ―

単元未満株式 普通株式 4,900 ― １単元( 100株)未満の株式

発行済株式総数  20,600,000― ―

総株主の議決権 ― 205,756 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が13,000株(議決権 130個)含ま

れております。

 

② 【自己株式等】

平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
木村化工機株式会社

兵庫県尼崎市杭瀬寺島
２－１－２

19,500 ― 19,500 0.09

計 ― 19,500 ― 19,500 0.09

 

 

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成23年10月１日から平

成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日まで)に係る四半期

連結財務諸表について、大阪監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 942 1,952

受取手形及び売掛金 7,951 ※２
 6,384

仕掛品 864 1,885

原材料及び貯蔵品 20 20

繰延税金資産 193 181

その他 859 750

貸倒引当金 △105 △3

流動資産合計 10,727 11,172

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,431 1,369

機械装置及び運搬具（純額） 69 52

工具、器具及び備品（純額） 50 39

土地 3,674 3,674

リース資産（純額） 69 53

有形固定資産合計 5,295 5,188

無形固定資産 204 160

投資その他の資産

投資有価証券 582 497

繰延税金資産 506 474

その他 73 72

貸倒引当金 △6 △8

投資その他の資産合計 1,154 1,035

固定資産合計 6,655 6,384

資産合計 17,383 17,557
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,267 ※２
 5,175

短期借入金 1,663 1,071

リース債務 65 64

未払法人税等 9 93

前受金 1,155 1,332

賞与引当金 292 135

役員賞与引当金 15 －

工事損失引当金 － 22

完成工事補償引当金 51 50

その他 403 ※２
 384

流動負債合計 7,923 8,331

固定負債

長期借入金 695 450

リース債務 136 90

退職給付引当金 1,039 1,158

役員退職慰労引当金 109 120

資産除去債務 47 47

再評価に係る繰延税金負債 1,284 1,132

固定負債合計 3,313 2,999

負債合計 11,236 11,330

純資産の部

株主資本

資本金 1,030 1,030

資本剰余金 103 103

利益剰余金 3,121 3,106

自己株式 △5 △5

株主資本合計 4,248 4,234

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2 △52

繰延ヘッジ損益 0 △1

土地再評価差額金 1,895 2,047

その他の包括利益累計額合計 1,897 1,992

純資産合計 6,146 6,226

負債純資産合計 17,383 17,557
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 11,189 11,048

売上原価 9,551 9,456

売上総利益 1,638 1,591

販売費及び一般管理費 1,382 1,251

営業利益 255 340

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 16 18

受取賃貸料 8 8

還付加算金 － 11

その他 8 10

営業外収益合計 33 48

営業外費用

支払利息 19 14

為替差損 － 5

手形売却損 3 0

固定資産除却損 8 0

支払手数料 7 7

その他 2 2

営業外費用合計 42 30

経常利益 246 357

特別利益

貸倒引当金戻入額 281 －

特別利益合計 281 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 51 －

ゴルフ会員権評価損 1 6

貸倒引当金繰入額 － 2

特別損失合計 53 8

税金等調整前四半期純利益 474 349

法人税等 215 260

少数株主損益調整前四半期純利益 259 88

四半期純利益 259 88
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 259 88

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21 △55

繰延ヘッジ損益 － △1

土地再評価差額金 － 151

その他の包括利益合計 △21 94

四半期包括利益 237 183

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 237 183
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。

 

 

 

 

【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

 

 

 

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間

(自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日)
税金費用の計算 　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
 

 

 

 

 

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日)

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)
　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤
謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号　平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日)を適用しております。
 
(法人税率の変更等による影響)
　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法
律第114号） 及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置
法」（平成23年法律第117号） が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度
から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、翌連結会計年度以降
の法定実効税率が変更となります。この税率変更により、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度から税効
果会計が影響を受け、税金費用は75百万円増加しております。
 

 

 

 

 

EDINET提出書類

木村化工機株式会社(E01546)

四半期報告書

17/24



【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　１　受取手形割引高

 
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

 　　　　　　　　　　　 130百万円 　　　　　　　　　　　―　百万円

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当

第３四半期連結会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が四半期連結会計期間末日の残

高に含まれております。

 
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

受取手形

支払手形

設備関係支払手形

(流動負債の「その他」に

含まれる。)

　　　　　　　　　　　―　百万円

　　　　　　　　　　　―　百万円

　　　　　　　　　　　―　百万円

 

 

　　　　　　　　　　　　12百万円

　　　　　　　　　　　 643百万円

　　　　　　　　　　　　 0百万円

 

 

 

 

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成

23年４月１日　至　平成23年12月31日)

　当社グループの売上高は、通常の営業形態として、年度末に完成する工事の割合が大きいため、各四半期の売上高及

び営業費用に著しい相違があり、四半期毎の業績に季節的変動があります。

 

 

 

 

 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日)

減価償却費 　　　　　　　　　　 181百万円 　　　　　　　　　　　 176百万円

(注)　 のれんの償却額は、のれんが計上されていないため、ありません。
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

　１　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月28日
取締役会

普通株式 利益剰余金 164 8.00
平成22年
３月31日

平成22年
６月７日

 

　２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

　　　　該当事項はありません。

 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日)

　１　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年５月27日
取締役会

普通株式 利益剰余金 102 5.00
平成23年
３月31日

平成23年
６月７日

 

　２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

・報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 合計
調整額
(注)１

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)２

エンジニア
リング事業

化工機事業
エネルギー
・環境事業

計

売上高         

　外部顧客への売上高 5,156 4,224 1,80811,189 ― 11,189 ― 11,189

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

13 505 ― 518 ― 518 △518 ―

計 5,170 4,729 1,80811,708 ― 11,708△518 11,189

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

399 93 △237 255 ― 255 ― 255

(注) １．調整額は以下の通りであります。

　・売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

 

 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日)

・報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 合計
調整額
(注)１

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)２

エンジニア
リング事業

化工機事業
エネルギー
・環境事業

計

売上高         

　外部顧客への売上高 4,383 4,318 2,34611,048 ― 11,048 ― 11,048

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

141 418 ― 560 ― 560 △560 ―

計 4,524 4,737 2,34611,608 ― 11,608△560 11,048

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△40 229 150 340 ― 340 ― 340

(注) １．調整額は以下の通りであります。

　・売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額　　　　　　　　　(円) 12.60 4.31

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額　　　　　　　　　　　　(百万円) 259 88

普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額　　　　　(百万円) 259 88

普通株式の期中平均株式数　　　　　　　　　(千株) 20,580 20,580

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成24年２月14日

木村化工機株式会社

取締役会　御中

大　阪　監　査　法　人

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　池　　尻　　省　　三　　　印

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　前　　田　　雅　　行　　　印

 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている木村化工機
株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成23年10月
１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日まで)に係
る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注
記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期
連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対
する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される
質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、木村化工機株式会社及び連結子会社の平成23年12月31日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせ
る事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

　２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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